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○笠岡市指定ごみ袋に関する広告掲載取扱要綱

平成３０年３月３０日

告示第４９号

（趣旨）

第１条 この要綱は，笠岡市広告掲載規則（平成２２年笠岡市規則第１７号）第２条に規

定する広告媒体である笠岡市指定ごみ袋の外袋に掲載する広告の取扱いについて必要な

事項を定める。

（掲載の対象等）

第２条 広告掲載対象種別，掲載位置，規格，掲載枠数は，別表のとおりとする。

（広告の申込み）

第３条 広告の掲載を希望する者（以下「申込者」という。）は，笠岡市指定ごみ袋広告

掲載申込書に次に掲げる書類を添えて，市長に提出するものとする。

(1) 掲載しようとする広告の原稿

(2) 入札（見積）書

(3) 市税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書

(4) 会社概要等と申込者の事業概要を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

（審査）

第４条 市長は，前条の申込書を受理したときは，速やかに掲載しようとする広告を審査

するとともに，市税及び税外収入金の納付状況等を調査するものとする。

（広告主の決定）

第５条 笠岡市指定ごみ袋に掲載する広告として適当であると認められるものを提出した

申込者のうち，広告掲載料が最も高い者を広告主として決定し，笠岡市指定ごみ袋広告

掲載決定通知書又は笠岡市指定ごみ袋広告不掲載決定通知書により，申込者に通知する

ものとする。

（その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項及び諸様式は，市長が別に定める。

附 則

この要綱は，公布の日から施行する。
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別表（第２条関係）

種別 掲載位置 規格 掲載枠数

可燃ごみの袋（２０リットル）の外袋 袋の表面 縦６cm×横１５

cm

１

可燃ごみの袋（３０リットル）の外袋 袋の表面 縦６．６cm×横

１６．５cm

１

可燃ごみの袋（４５リットル）の外袋 袋の表面 縦７．２cm×横

１８cm

１

不燃ごみの袋（３０リットル）の外袋 袋の表面 縦６．６cm×横

１６．５cm

１


